
　

変
更
な
ど
を
し
た
と
き
の
申
告
は
法
律
で

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
手
続
を
し
な
い
と

条
例
で
罰
せ
ら
れ
ま
す
。
自
動
車
や
バ
イ
ク

の
手
続
は
、
車
種
に
よ
っ
て
、
申
請
手
続
場

所
が
違
い
ま
す
（
7
ペ
ー
ジ
上
表
）
。

　

所
有
者
が
市
外
へ
引
っ
越
し
を
す
る

各
申
請
手
続
場
所
で
変
更
手
続

　

市
外
へ
引
っ
越
し
を
す
る
場
合
は
住
所
変

更
な
ど
が
必
要
で
す
。
軽
自
動
車
や
バ
イ
ク

を
所
有
し
て
い
る
人
は
、
市
役
所
2
階
の
市

民
課
で
届
け
出
を
し
た
後
、
市
役
所
3
階
の

市
民
税
課
に
お
寄
り
く
だ
さ
い
。

　

手
続
場
所
や
必
要
書
類

な
ど
を
説
明
し
ま
す
。

　　　

市
外
へ
引
っ
越
し
す
る
場
合
、
富
士
市

　

の
ナ
ン
バ
ー
を
抹
消
。
市
外
か
ら
転
入

　

し
た
場
合
、
富
士
市
の
ナ
ン
バ
ー
を
新

　

規
取
得
。
手
続
場
所
は
市
民
税
課

　

所
有
者
が
死
亡
し
た

各
申
請
手
続
場
所
で
廃
車
・
名
義
変
更
手
続

　

軽
自
動
車
税
は
市
税
で
、
軽
四
輪
（
軽
三

輪
）
や
二
輪
、
原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特

殊
自
動
車
な
ど
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
自
動
車
税
は
県
税
で
、
普

通
自
動
車
な
ど
に
課
税
さ

れ
ま
す
。

　

市
で
課
税
す
る
軽
自
動

車
税
は
、
4
月
1
日
に
所

有
し
て
い
る
人
に
税
金
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

手
続
が
4
月
1
日
を
過

ぎ
て
し
ま
う
と
、
1
年
間

分
の
税
金
を
支
払
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
手
続
を
し
な
け

れ
ば
毎
年
課
税
さ
れ
る
た

め
、
ト
ラ
ブ
ル
の
元
に
な

り
ま
す
。
手
続
は
3
月
末

ま
で
（
こ
と
し
は
3
月
31

日
が
土
曜
日
の
た
め
30
日

ま
で
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
税
通
知
書
は
5
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。
納
期

限
は
5
月
31
日
で
す
。

　

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
は
、
4
月
1
日
に
所
有
し
て
い
る
人
に
税
金
が
課
税

さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
は
き
ち
ん
と
手
続
を
し
て
い
ま
す
か
？
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問
い
合
わ
せ

市
民
税
課 　
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）2
7
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5（
53
）0
9
7
4

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
を
所
有
す
る
皆
さ
ん
！　
　

　
　

課
税
は
4
月
1
日
が
基
準
日
で
す

13

手
続
は
3
月
末
ま
で
に

　

盗
難
に
遭
っ
た

警
察
に
盗
難
届
を
出
し
て
、
各
申
請
手
続
場

所
で
廃
車
の
手
続

　

盗
難
届
を
出
し
た
だ
け
で
は
、
課
税
さ
れ

続
け
ま
す
。

　

解
体
処
理
業
者
な
ど
に
解
体
を
依
頼
し
た

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
や
車
検
証
な
ど
を
回
収

し
、
各
申
請
手
続
場
所
で
廃
車
の
手
続

　

知
人
な
ど
か
ら
譲
っ
て
も
ら
っ
た
・
知
人

な
ど
へ
譲
っ
た

各
申
請
手
続
場
所
で
名
義
変
更

　

市
外
の
人
か
ら
譲
っ
て
も
ら
っ
た
場
合
、

　

市
外
の
ナ
ン
バ
ー
を
抹
消
し
、
富
士
市

　

の
ナ
ン
バ
ー
を
新
規
取
得
。
市
外
の
人

　

に
譲
っ
た
場
合
、
富
士
市
の
ナ
ン
バ
ー

　

を
抹
消
。
手
続
場
所
は
市
民
税
課

　

富
士
市
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
破
損
・

紛
失
し
た

市
民
税
課
で
、
現
在
の
ナ
ン
バ
ー
を
抹
消
し
、

新
し
い
ナ
ン
バ
ー
を
新
規
取
得

こ
ん
な
と
き
は
手
続
を
！

動
機
付
自
転
車
の
場
合

原

動
機
付
自
転
車
の
場
合

原

持
ち
物
は
事
由
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。

事
前
に
市
民
税
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

あ
、
市
役
所
か
ら

は
が
き
が
来
て
る

軽
自
動
車
税
の

納
税
通
知
書
だ
！

1

あ
れ
ぇ
、
お
れ
の
バ
イ
ク
の
税

金
？
あ
の
バ
イ
ク
は
、
先
週
バ
イ

ク
業
者
に
買
い
と
っ
て
も
ら
っ
て

も
う
な
い
ん
だ
け
ど
な
ぁ
…
。

な
け
れ
ば
、
支
払
わ
な
く
て
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
市
役
所
へ
電

話
し
て
み
よ
う
。

5
月
中
旬
こ
ろ

2

年度途中で取得 年度途中で廃車

軽自動車税 課税されません 1 年間分の課税
還付なし

自動車税 月割で課税 月割の還付あり

軽自動車税と自動車税の
違い

¥
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5

軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
を
使
用
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　

事
業
所
な
ど
の
皆
さ
ん

　

市
内
の
事
業
所
な
ど
で
使
用
す
る
軽
自
動

車
や
バ
イ
ク
は
、
車
検
証
な
ど
の
住
所
を
市

内
の
住
所
に
変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
原
動
機
付
自
転
車
な
ど
は
富
士
市
の

ナ
ン
バ
ー
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

障
害
が
あ
る
人

　

身
体
や
知
的
、
精
神
の
障
害
が
あ
る
人
に

対
し
て
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。
障
害
の
等

級
や
障
害
者
本
人
の
所
有
か
、
運
転
す
る
人

は
だ
れ
か
な
ど
に
よ
っ
て
減
免
さ
れ
る
か
ど

う
か
が
決
ま
り
ま
す
。
減
免
は
軽
自
動
車
税

と
自
動
車
税
と
を
併
用
し
て
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
ま
ず
は
市
民
税
課
へ
電
話
な
ど
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
減
免
の
申
請
期
限
は
納
期
限
の
7

日
前
で
す
。

自
賠
責
保
険
が
未
加
入
の
人

　

自
賠
責
保
険
は
対
人
保
険
制
度
で
、
す
べ

て
の
自
動
車
が
加
入
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

て
、
未
加
入
者
に
は
重
い
罰
則
規
定
が
あ
り

ま
す
。
自
賠
責
保
険
に
必
ず
加
入
し
て
く
だ

さ
い
。

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
・
農
耕
用
ト
ラ
ク
タ
ー
な

ど
を
所
有
し
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
未
取
得
者

　

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
・
農
耕
用
ト
ラ
ク
タ
ー

な
ど
は
公
道
を
走
行
し
な
く
て
も
所
有
し
て

い
れ
ば
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
つ
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
取
得
し
て
い
な
い

人
は
、
市
民
税
課
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

次
の
人
は　
　

手
続
！

要

車種区分 申請手続場所 税金に関する問い合わせ

原動機付自転車 (125cc 以下）
小型特殊自動車・ミニカー

市民税課
市役所3階南側　155-2735　

市
　
税

市民税課
（市役所3階南側）

155-2735

軽二輪（250cc以下）
全国軽自動車協会連合会

（駿東郡長泉町下土狩1069-1）
1055-988-4022

小型二輪（250cc超）
静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所

（沼津市原字古田2480）
1050-5540-2051

軽三輪、軽自動車（軽四輪）
軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所
（駿東郡長泉町下土狩1069-1）

1055-988-3847

普通自動車
静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所

（沼津市原字古田2480）
1050-5540-2051

県
税

富士財務事務所
（県富士総合庁舎3階）

165-2118

車
種
に
よ
っ
て
申
請
手
続
場
所
が
違
う

　

自
動
車
や
バ
イ
ク
の
手
続
は
車
種
に
よ
っ
て
取
り
扱
う
場
所
が
違

い
ま
す
。
手
続
内
容
に
よ
っ
て
必
要
書
類
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の

で
、
手
続
を
す
る
と
き
は
ま
ず
各
機
関
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
率（
税
額
）表

軽四輪乗用 軽四輪貨物 小型二輪 軽二輪 原付
自家用 営業用 自家用 営業用 250cc超 250cc以下 125cc以下 90cc 以下 50cc以下
7,200円 5,500円 4,000円 3,000円 4,000円 2,400円 1,600円 1,200円 1,000円

ボートトレーラー 軽三輪 ミニカー 小型特殊
（フォークリフトなど） 小型特殊（農耕用）

2,400円 3,100円 2,500円 4,700円 1,600円
※普通自動車の税金については富士財務事務所（165-2118）へお問い合わせください。

4

と
ほ
ほ
、
支
払
わ
な
き
ゃ

な
ら
な
い
な
ん
て
…
。

3
月
中
に
手
放
せ
ば
よ

か
っ
た
…
。

も
し
も
し
、
納
税
通

知
書
が
届
い
た
ん
で

す
け
ど
…
。

こ
の
バ
イ
ク
、
先
週

売
っ
て
し
ま
っ
た
ん

で
す
。

5
月
中
旬
に
手
放
し
て
も
、

軽
自
動
車
税
は
4
月
1
日
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
る
ん
で

す
よ
。
月
割
り
の
還
付
も
あ

り
ま
せ
ん
。

市
民
税
課

バ
イ
ク
業
者
に
…


